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会  議  録  
 

会 議 の 名 称 見沼中学校区義務教育学校開校準備委員会  第３回ＰＴＡ部会  

開 催 日 時 
令和２年６月１６日（火）  

開会：午後７時・閉会：午後８時５０分  

開 催 場 所 総合福祉会館  第３研修室  

出席者（委員） 
氏 名 

多田昌樹部会長、杉澤肇副部会長、鯨井一男、長谷川賢一、     

福田貴司、飯田智之、福地一行、田口和伸、永沼竹彦、栗原利夫、

羽鳥修弘、國島将司  

欠席者（委員） 
氏 名 

なし  

事 務 局 諸貫学校教育部次長、柏瀬、小山、田沼  

会 議 内 容 
（１）ジャージ・体育着（学生服）について  

（２）ＰＴＡ会則について  

会 議 資 料 
・ジャージ・体操着（半袖、短パン）・制服  検討事項  

・ＰＴＡ会則  

そ の 他 必 要 
事 項 

オブザーバー６名  
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 発  言  者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

事務局  

 

 

 

杉澤副部会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

杉澤副部会長  

 

事務局  

 

杉澤副部会長  

 

 

 

杉澤副部会長  

 

部会長  

 

 

 

 

１  開会  

 今後の進行については、高野部会長が異動により現在部会長が

不在になっているので、杉澤副部会長にお願いする。  

 

 それでは、部会長が決まるまで、しばらくの間審議を進めさせ

ていただく。  

まず初めに、不在になっている部会長を決定したい。準備委員

会の設置要綱によると、「部会長は部会に属する委員の互選によ

り定める」とある。新しい部会長に関して、委員の皆様からご意

見や立候補があれば伺いたい。  

 

（意見等なし）  

 

 事務局より案はあるか。  

 

 北河原小学校の多田校長を部会長として推薦したい。  

 

 多田委員を部会長として選任してよいか。  

 

（承認）  

 

このあとの進行は、多田部会長にお願いする。  

 

２  議事  

（１）ジャージ・体育着（学生服）について  

本日は、ジャージとＰＴＡ会則について話し合う会議となる。

はじめに、ジャージ・体操着について協議する。  

前回までに、  



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

・サンプルを見ながら新しいデザインのものを検討する。  

・見沼中のジャージを選択肢の一つとする。  

・令和４年４月から着用を開始する。  

という部分まで話し合いが進んでいる。  

本日は、サンプルを取り寄せたので、  

・今後のスケジュールを決定  

・サンプルを確認し、サンプルに対する意見や要望  

・制服の検討  

を協議したいと思うがよいか。  

 

（承諾）  

 

また、現在、本部会員には女性がおらず、ジャージや制服の検

討に当たり、男性だけでは意見が偏ってしまうことが懸念される

ため、開校準備委員会設置要綱の「部会長は、部会員以外の者の

出席を要請し、意見を聴くことができる」という規定に基づき、

今回、女性のＰＴＡ役員と教職員の出席を要請した。  

本日は６名の方に参加いただいた。自己紹介をお願いする。  

 

（自己紹介）  

 

スケジュールについて事務局からお願いする。  

 

 ジャージ、体操着のスケジュール案について。この案はプレゼ

ンテーションと保護者投票の実施を想定したスケジュールとな

る。業者によるとサンプルの修正には１か月～１か月半かかるの

で、決定予定の令和３年３月から逆算して作成している。  

本日はサンプル確認を行い、プレゼンテーションや保護者投票

の詳細を７月に決定、プレゼンテーションを９月に実施、保護者
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部会長  

 

 

 

 

 

 

Ａ委員  

 

事務局  

 

Ｂ委員  

 

 

部会長  

 

Ｂ委員  

 

部会長  

投票を１１月から１２月に実施、これは２学期末ＰＴＡを想定し

ており、ジャージが決定するのは１２月頃となる。この時点でメ

ーカーが決定するので、体操着はそのメーカーからの提案でＰＴ

Ａ部会が令和３年３月までに決定するという流れとしている。こ

れは着心地や色合いなどの統一感を出すため、体操着はジャージ

ほど自由度が少ないため、先にジャージを決めてから体操着を決

定することとしている。  

 プレゼンテーションや保護者投票を実施する際に決める内容に

ついては、次回以降の内容である。  

 

 事務局案だと、プレゼンテーションと保護者投票の２段階で審

査を行っていくこととなる。また、体操着はジャージ決定後にＰ

ＴＡ部会で決めるということになる。  

 この３点についてＰＴＡ部会としてどうするか皆さんの意見を

お伺いしたい。まず、プレゼンテーションを実施するかについて

はいかがか。  

 

 プレゼンテーションは業者が行うのか。  

 

 業者がＰＴＡ部会で行う。  

 

 プレゼンテーションを行うかは、サンプルをまず見てから決め

ればよいのではないか。  

 

 １社であってもプレゼンテーションは行うということか。  

 

 １社でも行いたい。  

 

では、プレゼンテーションを実施するということでよいか。  
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Ｃ委員  

 

 

部会長  

 

 

 

部会長  

 

 

 

Ｃ委員  

 

 

Ｄ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 

事務局  

 

 

 

 

Ｅ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

部会長  

 

 

（承諾）  

 

 体操着も種類があるので、保護者に選んでもらう方が良いので

はないか。  

 

 保護者投票については実施するということでよいか。  

 

（承諾）  

 

次に、体操着はジャージのメーカーが決まった後に我々ＰＴＡ

部会で決めるか、若しくはジャージ・体操着とも保護者投票で決

めるかについてはいかがか。  

 

ジャージと体操着はセットで用意しているのか。セットであれ

ば、一緒に決められる。  

 

体操着はほとんど白で紺もあるが、これはジャージとセットに

なっているのか。紺に変更することもできるのか。  

 

今回は各業者３パターンずつ出していただき、便宜上３セット

にしているが、合うかどうかは求めていない。プレゼンテーショ

ンではセットを条件とすれば、ジャージと体操着をセットで出し

てもらえる。  

 

まずサンプルを見て決めたい。  

 

まずサンプルを見てから、再度協議ということでよいか。  

 

（承諾）  
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部会長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長  

 

 

 

部会長  

 

 

事務局  

 

部会長  

 

 

サンプルの説明を、事務局からお願いする。  

 

各校のジャージ、体操着の価格をサイズごとにまとめたものに

ついて。Ｓ～Ｌサイズをご覧いただくと、ジャージについては、

上下ともに約３，０００円から４，０００円台中盤まで大きな価

格差があった。半袖体操着、クォーターパンツについては、    

２，０００円程度で大きな価格差はなかった。  

サンプルについては、現在の価格から大きく変わらないものを

３パターン依頼した。ただ、ジャージについては現在の価格差が

大きいことから、３，０００円台と４，０００円台が少なくとも

１つは入るよう依頼した。金額については、あくまで今のサンプ

ルの状態での価格であり、学校名や児童名を入れる場合の費用は

含まれていない。  

依頼先については、前回の会議で「数社から」という意見があ

ったので、現在４校のジャージを作っている業者を含めて３業者

から提供してもらった。  

 

 事務局の説明で、質問等はあるか。  

 

（委員からの発言なし）  

 

 では、実際にサンプルを手に取って確認していきたいと思うが、

確認の流れについて、事務局からお願いする。  

 

（事務局説明）  

 

校章や名札をつけるかについては、次回の会議で決定したいと

思うので、本日はデザインを確認していただく。確認後にメーカ

ーごとの意見を発表していただく。発表については、学校ごとに
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部会長  

 

 

 

Ｆ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 

Ｇ委員  

 

 

部会長  

 

 

 

部会長  

 

Ｈ委員  

 

 

 

 

Ｉ委員  

 

 

 

意見を取りまとめて、代表の１名の方にお願いする。  

 

（各委員確認）  

 

 まず、体操着はジャージのメーカーが決まった後に我々ＰＴＡ

部会で決めるか、若しくはジャージ・体操着とも保護者投票で決

めるかについてはいかがか。  

 

 種類があるので、ジャージを決めた後、体操着も保護者に選ん

でもらう方が良いのではないか。  

 

 ジャージが決まったら、そのメーカーから体操着のサンプルを

出してもらうということか。  

 

 その方法で良いか。  

 

（承諾）  

 

では、学校ごとに出た意見を伺いたい。  

 

北河原小では、業者２－パターンＡと業者３－パターンＡの評

判が良かった。洗濯して乾きやすいものがいい、ズボンの裾は絞

った方が好き、デザイン的にラインが余り入っていない方がいい、

シンプルなのがいい、といった意見があった。  

 

荒木小では、業者１－パターンＣと業者３－パターンＣが良い

という意見があった。値段が高くなるが、素材が良くて、ひっか

き傷ができにくそうという意見がでた。ジャージ（上）は前が全

部開くのが良い、体操着は色付きがいいのでは、といった意見が
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Ｊ委員  

 

 

 

 

Ｋ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

  

 

 

 

 

部会長  

 

Ｌ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 

 

Ｆ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

Ｌ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

部会長  

 

 

Ｋ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

事務局  

あった。  

 

須加小では、業者１－パターンＢ、業者２－パターンＢ、業者

３－パターンＢと現在の見沼中が良いという意見があった。ズボ

ンの裾は絞っているのが良い、広がっていた方が格好いい、と意

見が分かれた。体操着は襟がない方がいいという意見もあった。  

 

見沼中では、業者２－パターンＢのデザインがいい。値段的に

も良い。裾が広がっているのが気になった。最初は大きめを買う

ので引きずってしまう。今の見沼中のジャージだったら大丈夫な

ので、すぼまっている方がいいという意見があった。体操着は色

付きが透けなくて良いという意見があった。  

 

他に意見はあるか。チャックについてはどうか。  

 

中学生を考えると生徒指導上は全開しない方がいい。見沼中は、

学年によって全部上げる、中間で止める、下まで下げるという暗

黙のルールがあるようだ。  

 

半チャックだと髪が乱れないか。  

 

特に支障ないと考える。  

 

ズボンの裾については、絞るタイプと開いているタイプではど

うか。  

 

業者２－パターンＢの裾を絞ることはできるか。  

 

依頼することはできるが、していただけるかは業者しだいにな
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部会長  

 

 

Ｌ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 

 

 

Ｅ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 

 

 

部会長  

 

Ｂ委員  

 

 

部会長  

 

 

Ｇ委員  

 

 

 

事務局  

Ｇ委員  

る。  

 

絞ることのメリットデメリットはあるか。今の見沼中のジャー

ジで支障はないか。  

 

中学生の話だが、下はジャストサイズではなく、大きいサイズ

を買う傾向がある。中には内側に縫っている方もいる。引きずる

と裾が破れてしまうし、自転車に乗るときに広がっているのは危

ない。  

 

今の見沼中がいいのではと思う。ジャージの上のおなかの部分

も絞まるので、だらしなく見えない。体操着の色を今の白から変

えると、バランスがどうなるかわからない。動きやすいし、小学

生はジャージで活動しているので、絞った方が良いと思う。  

 

ズボンの裾は拘らないが、絞った方が望ましいとする。  

 

候補を絞っていいのでは。見沼中の形の中で柄や素材等を変え

る。そこまで絞り込んでいいのでは。  

 

プレゼンテーションをする前に、候補を絞ることについていか

がか。  

 

次回以降に、今日出た意見をある程度反映したサンプルを用意

してもらえればわかりやすいのではないか。業者として可能なの

か。現物が無理であれば、紙ベースでも仕方ないと思う。  

 

明確に反映する部分がわかれば伝えられる。  

今日は決まっていない。色が何色で裾が広がっているとか絞ら
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事務局  

 

Ｂ委員  

 

 

 

部会長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

部会長  

 

 

Ｍ委員  

 

Ｆ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

Ｂ委員  

 

部会長  

 

 

 

れているとか紙ベースでは出してもらえるか。  

 

現物に拘らなければ、やっていただける会社もあると思う。  

 

今日の意見をそれぞれのサンプルに反映しても、また意見がば

らけてしまう気がする。それなら、意見の多い１社に絞ってその

中で裾とか素材とか違うものを出してもらったらどうか。  

 

「次回意見に沿った形を出してもらって、その中から選んでい

く」か「１社に絞ってしまう」かの案が出ているがどうか。業者

が用意できるのか。  

 

１か月で対応できない業者もあるかもしれない。半チャックと

足の裾は絞るという意見が多いように感じるが、それは業者に伝

えていいのか。  

 

そのような意見が多かったと伝えればよいと思う。  

色について業者への要望はどうか。  

 

青系が多かったので、別の色も見てみたい。  

 

青系が好みではないので、紺が良いと思った。  

 

こういう色ができますという色見本があるといい。  

 

色見本を依頼することにする。  

 次に、制服についてである。前回の会議のご意見で、「制服に

ついても次回以降に審議していく」ということになった。制服に

ついて事務局からお願いする。  
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事務局  

 

 

 

 

 

部会長  

 

 

Ｎ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

Ｈ委員  

 

 

Ｆ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 

Ｏ委員  

 

Ｌ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 

 

Ｃ委員  

 

 

Ｋ（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

 

 

 制服の種類は、主に、男子が詰め襟とブレザー、女子がセーラ

ー服とブレザーとイートンがある。市内の中学校の制服をまとめ

たところ、男子は全校が詰め襟、女子はセーラー服が５校、ブレ

ザーが１校、イートンが２校だった。見沼中学校は、男子が詰め

襟、女子がイートンである。  

  

制服は、新しい制服とするか、見沼中学校の制服を引き継ぐか

について審議したい。皆様の意見をお願いしたい。  

 

 個人的には、男子は詰め襟で、女子はセーラー服にかえたい。  

 

 男女ともブレザーで、女子がズボンをはけてもよいのではない

かと思う。  

 

 女子は、高校はブレザーが多いので、中学ではセーラー服がよ

い。  

 

 今の中学ではかえたいという意見が多いのか。  

 

 女子は、セーラー服がよいと言っているが、セーラー服の学校

ではブレザーがよいと言っている。姉妹の場合、取っておいて着

る場合もあるのではないか。  

 

 学校側からすると、まず保護者の意見、次に生徒の意見かと思

う。見沼中学校にある銅像は、詰め襟とセーラー服である。  

 

 子供はセーラー服がよいと言っていたが、親としては近所の方

からもらったので助かった。  
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部会長  

 

 

 

 

部会長  

 

 

 

 

 

 

部会長  

 

 

 

杉澤副部会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 費用面等も考慮しながら制服の議論を進めるということでよい

か。  

 

（承諾）  

 

制服の具体的な審議については、次回以降とする。本日のジャ

ージ等に関する協議は以上である。ジャージ等の協議のためにお

呼びした部会員以外のＰＴＡ女性役員の方や教職員の方について

は、これで解散となる。  

 

（オブザーバー解散）  

 

（２）ＰＴＡ会則について  

続きましてＰＴＡ会則案について検討する。杉澤副部会長より、

会則案のポイント等の説明をお願いする。  

 

 会則案を作成する際に、４校（北河原・荒木・須加・見沼）の

会則や他校のもの、また、最近の会則の傾向なども考慮して案を

作成した。  

 はじめに、第４章「会員」の第５条を「会員は、在籍する児童

生徒の保護者及び教職員で、本会の趣旨に賛同するものとする」

としたが、これは昨今議論があるＰＴＡの加入の任意性の説明が

必要とされていることから、このような記述とした。市内の学校

でも会則がこのようになっているところがある。  

 次に、第１２条の各部会についてだが、「総務・広報部」、「保

体・厚生部」、「地区・安全部」、「学年部」の４部体制とし、

地区・安全部は荒木、須加、北河原地区からそれぞれ３名ずつ選

出し、それ以外の部は各学級から１名ずつ選出するという案であ
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部会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

事務局  

る。  

 次に、第６章「会議」の（１）「総会」の⑦だが、コロナ対応

により、各校では総会が開けず、書面評決を行った学校が多かっ

たため、総会、理事会の開催が困難な場合には、書面決議ができ

る旨の規定である。  

 次に、第８章「会計」第２２条「会費」だが、現在は、月額、

北河原小は８００円、荒木小は３５０円、須加小は４００円、見

沼中は４００円だが、新校では４００円という案である。  

 次に、第９章の「個人情報の取扱い」だが、第２７条に「個人

情報取扱規程」の条文を加え、「個人情報取扱規程」を新たに作

成した。  

 次に、「慶弔規程」だが、４校の中に学校職員が優遇された内

容の規程があったが、これを削除した。  

   

 質疑は次回とする。このＰＴＡ会則案を本部会の案として検討

のたたき台とすることでお願いしたい。  

 今後のスケジュールについてだが、今年度は、ＰＴＡ行事案、

新校に繰り越す各校のＰＴＡ予算額等を協議する。来年度になっ

たら、このＰＴＡ部会案等を各校の総会等でご協議いただき、そ

の後、夏頃から新校の役員案等を協議する。  

次回は、ジャージのプレゼンテーション等について協議する。  

 本日の協議を終了する。  

 

３  次回の会議の日程・会場について  

 日時：令和２年７月２１日（火）午後７時  

会場：総合福祉会館「やすらぎの里」第３研修室  

 

４  閉会  

 


